
３議題（１）佐世保市・佐々町地域公共交通活性化協議会規約等の改正について 

 

●規約等の改正理由 

 

 令和６年４月１日付で佐世保市の組織・機構改革により地域交通課の所管が企画部から地域未来共創部へ変更したことに伴い、佐世

保市・佐々町地域公共交通活性化協議会規約等の変更を行うもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●変更する規約等 

 

 【１】佐世保市・佐々町地域公共交通活性化協議会規約     ・・・所管部長名称の変更（第１０条） 

 

 【２】佐世保市・佐々町地域公共交通活性化協議会事務局規程  ・・・所管部長名称の変更（第３条） 

 

 ※佐世保市・佐々町地域公共交通活性化協議会財務規程、佐世保市・佐々町地域公共交通活性化協議会事務処理規程については変更箇所なし。 

 

 

 

 

 

資料１ 



３議題（１）佐世保市・佐々町地域公共交通活性化協議会規約等の改正について 

 

【１】佐世保市・佐々町地域公共交通活性化協議会規約（案） 

現 行 改 正（R6.4.1） 

 

佐世保市・佐々町地域公共交通活性化協議会規約 

 

 

（幹事会） 

第１０条 協議会に提案する事項について、交通事業者間の協議又は調整

するため、協議会の中に幹事会を設置する。 

２ （略） 

３ 幹事会の会議は、佐世保市企画部長が招集し、議長となるもの

とする。また、運営については、第７条の規定は、幹事会の会

議について準用する。 

 

 

 

佐世保市・佐々町地域公共交通活性化協議会規約 

 

 

（幹事会） 

第１０条 協議会に提案する事項について、交通事業者間の協議又は調整

するため、協議会の中に幹事会を設置する。 

２ （略） 

３ 幹事会の会議は、佐世保市地域未来共創部長が招集し、議長と

なるものとする。また、運営については、第７条の規定は、幹

事会の会議について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 附 則   この規約は、令和６年４月１日から施行する。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



３議題（１）佐世保市・佐々町地域公共交通活性化協議会規約等の改正について 

 

【２】佐世保市・佐々町地域公共交通活性化協議会事務局規程（案） 

現 行 改 正（R6.4.1） 

 

佐世保市・佐々町地域公共交通活性化協議会事務局規程 

 

平成２６年８月２８日制定 

第１章 総則 

（職員等） 

第３条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。 

２ 事務局長は、佐世保市企画部長をもって充てる。 

３ 事務局員は、佐世保市地域交通課長、地域交通課の職員及び佐世保

市企画部長が指名した職員をもって充てる。 

 

 

 

 

佐世保市・佐々町地域公共交通活性化協議会事務局規程 

 

平成２６年８月２８日制定 

第１章 総則 

（職員等） 

第３条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。 

２ 事務局長は、佐世保市地域未来共創部長をもって充てる。 

３ 事務局員は、佐世保市地域交通課長、地域交通課の職員及び佐世保

市地域未来共創部長が指名した職員をもって充てる。 

 

 

 

 

 附 則   この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

       

       

 

 

 

 

 


